
国土交通省近畿地方整備局
滋賀国道事務所 配 布 平成２３年５月３０日

日 時 ５時３０分
資料配布

件 名 国道１６１号の通行止めについて

（第１報）

国道１６１号高島市国境観測所において、通行規制雨
概 要 量（２１０mm）に達したため、下記のとおり通行止めを

行いますのでお知らせします。

１．規制内容：通行止め

２．規制箇所：国道161号福井県敦賀市疋田地先～
国道161号滋賀県高島市マキノ町野口地先

（延長約１２．８ｋｍ）

３．規制開始時間
○下り方面：５月３０日（月）５時３０分から
○上り方面：５月３０日（月）５時３０分から

４．迂回路：なし

なお、通行止めを解除する場合には、別途お知らせし
ます。

また、国道８号敦賀市新道東観測所において、通行規
制雨量（１８０mm）超過のため、下記のとおり通行止め
を行っています。

１．規制内容：通行止め

２．規制箇所：国道８号福井県敦賀市疋田地先～
国道８号滋賀県長浜市西浅井町塩津地先

（延長約１３．２ｋｍ）

３．規制開始時間
○下り方面：５月３０日（月）０時４５分から
○上り方面：５月３０日（月）０時４５分から

４．迂回路：なし



北陸自動車道についても規制雨量超過のため、下記の
とおり通行止めが行われています。

・区間：木之本ＩＣ～敦賀ＩＣ（上下線）

・開始日時：５月３０日（月）２時４０分～

※これにより、現在、福井県と滋賀県を結ぶルートは
全て通行止めとなっています。
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